
令和８年度 清水東小タブレット持ち帰りルール 

福井市清水東小学校 

 

タブレットを家庭に持ち帰って、みなさんの学習に役立てるためにルール

を定めました。このルールを守り、タブレットを「安心・安全・快適」に活用し

ていきましょう。 

 

１ 目的 

 ・家庭での学習活動のために使用する。 

 ・長期にわたって休まなければならない児童に関して、保護者の要望があ

った場合のみオンライン授業を実施する。 

 

２ 使用するとき 

・持ち帰る際は担任の先生に必ず伝える。 

 ・登下校中はタブレットをランドセルの中にしまっておきます。 

（手さげかばんは、落とす可能性があるので、ランドセルの 

中にしまいましょう。） 

・飲食しながらタブレットは使いません。 

・長時間連続して使用しません。３０分使用したら、少し休みましょう。 

寝る 1時間前までには、使用を終えましょう。 

・はじめて家のWi-Fiにつなぐときには、保護者と一緒に設定をします。 

 

 



３ 保管するとき 

 ・使わないときは、ランドセルの中に入れて保管します。 

 

４ 安全に使うために守ること 

 ・設定は教育委員会が行っています。ご家庭で設定を変更したり、 

アプリを入れたりすることは絶対しないでください。 

・自分のタブレットは、他人に使わせません。 

 ・自分や他人の個人情報（名前や住所・電話番号など）は、書き込みませ

ん。 

 ・相手を傷つけたり、いやな思いをさせたりすることを書き込みません。 

 次のような時には、すぐに使用をやめて、保護者や先生に知らせます。 

 ①あやしいサイトに入ってしまったとき 

 ②インターネット等が使えなくなって、再起動しても元に戻らないとき 

 ③タブレット機器に異常があったとき 

 ④その他にいつもと違って、変だと感じたとき 

 ※１～４のルールを守れないと、今後タブレットを持ち帰ることができなく

なります。 

 

【保護者のみなさまへ】 

○お子さんがタブレットのルールを守って有効に使っていただけるよう、ご 

協力をお願いします。 

○故障・破損における事由によっては、修理代金を負担していただく場合 

がございます。 

○紛失した場合は、弁償していただく場合がございます。 


